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特殊切手「動物愛護週間制定60周年（寄附金付）」

に付加された寄附金の配分団体等の認可について 

（諮問第１０４０号） 

 

 

 





 

別紙 

審 査 結 果 

 

審査基準 
審査

結果 
理  由 

【政令】 

（寄附金の配分団体等の決定の認可） 

第３条 会社は、法第７条第５項の認可を受けよ

うとするときは、総務省令で定めるところによ

り、認可申請書に前条第１項の申請書の写し及

び同条第２項の添付書類の写しを添えて、これ

を総務大臣に提出しなければならない。  

 
【施行規則】 

（認可申請書に記載する事項） 

第２条 令第３条の認可申請書には、次に掲げる

事項を記載しなければならない。 

一 配分団体の名称及び住所 

二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうと

する事業の概要 

三 配分団体ごとの配分すべき額 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し

た書類を添付しなければならない。 

一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法 

二 お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２

４年法律第 224 号。以下「法」という。）第

７条第２項の規定により寄附金の額から控除

した費用の額及びその内訳 

三 法第９条第２項の規定により寄附金に充て

られた金額 

 

適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 認可申請書に記載する事項及び申請書に添付する

書類 

郵便事業株式会社（以下「会社」という。）から

提出された認可申請書には、施行規則第２条第１項

各号に定める事項が別添申請書の別添１のとおり記

載されているほか、施行規則第２条第２項第１号及

び第２号に定める書類が添付されていることから、

認可申請書として妥当なものと認められる。 

また、施行規則第２条第３号に定める書類につい

ても添付されているが、法第９条第２項の規定によ

る寄附金に充てられた金額はなしとしている。 

【法】 

第５条 

２ 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行

う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てる

ことを寄附目的とするものでなければならな

い。 

一 社会福祉の増進を目的とする事業  

二 風水害、震災等非常災害による被災者の救

助又はこれらの災害の予防を行う事業  

三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の

学術的研究、治療又は予防を行う事業 

四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援

助を行う事業  

五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人

命の応急的な救助又は交通事故の発生若しく

は水難の防止を行う事業  

六 文化財の保護を行う事業  

七 青少年の健全な育成のための社会教育を行

う事業  

八 健康の保持増進を図るためにするスポーツ

の振興のための事業  

 

適 

２ 寄附金を配分すべき団体 

会社から申請された配分団体が実施する寄附金が

充てられることとなる事業は、すべて法第５条第２

項各号の事業に該当していることから、当該団体

は、寄附目的に係る団体として妥当なものと認めら

れる。 

また、当該団体は、会社において、申請団体の資

格及び対象事業の範囲・条件に関する審査を行った

上で、社外有識者による書面審査及び社外有識者か

ら構成される審査委員会で審議を行い、その結果を

踏まえ、寄附金の範囲内で会社が決定しており、審

査の過程は公正であり、妥当なものと認められる。 

なお、法第５条第２項各号の事業ごとの配分団体

数は以下のとおり。 

 

法第５条第２項第一号 １１団体 

第二号 ４団体 

第七号 ４団体 

第十号 ５団体 

 

計 ２４団体 



 

審査基準 
審査

結果 
理  由 

九 開発途上にある海外の地域からの留学生又

は研修生の援護を行う事業  

十 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域に

またがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変

化に係る環境の保全をいう。）を図るために

行う事業  

第７条 

３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除し

た後の寄附金について、第５条第３項の規定に

より公表した同項第一号の寄附目的に係る団体

で当該寄附金を配分すべきもの（以下「配分団

体」という。）及び当該団体ごとの配分すべき

額を決定するものとする。 

 

【法】 

第７条  

２ 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附

金（次条及び第９条を除き、以下単に「寄附

金」という。）の額から、当該寄附金付郵便葉

書等の発行及び販売並びに同項の規定による取

りまとめのため会社において特に要した費用の

額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する

額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査のため会社におい

て特に要する費用の額を控除するものとする。 

３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除し

た後の寄附金について、第５条第３項の規定に

より公表した同項第一号の寄附目的に係る団体

で当該寄附金を配分すべきもの（以下「配分団

体」という。）及び当該団体ごとの配分すべき

額を決定するものとする。  

 

 

適 

３ 配分団体ごとの配分すべき額 

（1）取りまとめた寄附金から控除する費用 

会社は、寄附金の額から控除する費用の額のうち、

当該寄附金に係る取りまとめのために特に要した費用

として、寄附金集計事務に係る人件費等を計上してい

るところ、当該費用の額は、適切に積算されているこ

とから、妥当なものと認められる。 

また、会社は、寄附金の額から控除する費用の額の

うち、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金

の使途の監査のために特に要する費用として、配分

団体との間の通信費、監査のための業務旅費等を計上し

ているところ、当該費用は適切に積算されているものの

法第７条第２項に定める限度額を超えるため、会社は、

寄附金の額から控除する費用の額を当該限度額と同額と

するとしていることから、当該費用の額は、妥当なもの

と認められる。 

 

（2）配分団体ごとの配分すべき額 

上記(1)の費用の額を控除した後の寄附金におけ

る、配分団体ごとの配分すべき額の決定にあたって

は、会社において、申請団体の資格及び対象事業の

範囲・条件に関する審査を行った上で、社外有識者

による書面審査及び社外有識者から構成される審査

委員会で審議を行い、寄附金を配分することが適当

と認められた配分団体が申請書において記載した寄

附金申請額を基本とし、団体の繰越収支差額等を勘

案して必要に応じて減額を行った上で決定している

ことから、審査の過程は公正であり、妥当なものと

認められる。 

 

【法】 

第７条 

４ 会社は、前項の規定による決定をするに当た

つては、当該配分に係る寄附金（以下「配分

金」という。）の使途の適正を確保するために

当該配分団体が守らなければならない事項並び

 

適 

 

４ 配分団体が守らなければならない事項 

配分団体が守らなければならない事項について

は、その内容として、配分金の使途制限、実施計画

の変更、配分金の経理に関するもの等が定められて

おり、配分金の使途の適正を確保するために必要十



 

審査基準 
審査

結果 
理  由 

に配分金の交付、配分金の使途についての監査

及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関

し必要な事項を定めるものとする。 

５ 会社は、第３項の規定による決定をし、又は

前項に規定する当該配分団体が守らなければな

らない事項若しくは配分金の使途についての監

査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可

を受けなければならない。 

分なものであることから、法第７条第４項の規定に

適合し、妥当なものと認められる。 

 

５ 配分金の使途についての監査に関する事項 

配分金の使途についての監査に関する事項につい

ては、その内容として、監査に応ずる義務、監査実

施時期、監査の実施方法が定められており、配分金

の使途の適正を確保するために必要十分なものであ

ることから、法第７条第４項の規定に適合し、妥当

なものと認められる。 

 















 

 

 

 

特殊切手「動物愛護週間制定 60周年記念（寄附金付）」 

に付加された寄附金の配分団体等の認可について 

 

 

平成２２年７月 ２９日 

総   務   省 

 

 

 

 

  



１ 

 

１ 特殊切手「動物愛護週間制定 60周年記念（寄附金付）」の発行について 

 （1）「動物愛護週間」について 

「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和４８年法律第１０５号）において、国民

の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため、毎年９月２０

日から２６日を「動物愛護週間」と定めている。この「動物愛護週間」は、昭和２４年

（１９４９年）に制定され平成２１年（２００９年）で制定から６０周年を迎えた。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）特殊切手「動物愛護週間制定 60周年記念（寄附金付）」の発行 

郵便事業㈱において、動物愛護週間制定６０周年を迎えることを記念して、寄附金を

付加した特殊切手「動物愛護週間制定６０周年記念（寄附金付）」（額面５０円＋寄附

金５円：売価５５円）平成２１年９月１８日（金）から平成２２年３月１７日（水）ま

での間、販売した。 

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年十月一日法律第百五号） 

（動物愛護週間）  

第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深める

ようにするため、動物愛護週間を設ける。  

２ 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。  

３ 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努め

なければならない。 



２ 

２ 特殊切手寄附金の配分について 

(1)配分額 

配分額 ４，１６７万円 

 販売枚数847万枚（発行枚数 1,000万枚、販売率84.7％） 

 特殊切手1枚当たりの寄附金額が５円であるため、受入寄附金額は4,234万円。 

寄附金配分額については、受入寄附金額から経費を除いた金額となっている。 

(2)配分対象事業 

動物に関わる以下の事業を対象とする。 

①社会福祉の増進、②非常災害救助等、③青少年の健全な育成、④地球環境の保全 

 

「お年玉付郵便葉書等に関する法律」による 10分野の対象事業うち、次の４つの分野において動物との関わりを持つ事業を対象とする。 

① 社会福祉の増進を目的とする事業 

 【具体例】 

   ・補助犬等の育成事業 

   ・動物愛護管理のための不妊去勢手術、マイクロチップ 

② 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業 

 【具体例】 

   ・救助犬の育成事業 

   ・災害時における被災動物救援のための人材育成 

③ 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 

 【具体例】 

   ・野生生物保護活動を通じて、子供たちへの動物愛護の啓発推進事業 

   ・補助犬育成事業のための学生向けの啓発事業 

④ 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範囲かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行

う事業 

 【具体例】 

   ・絶滅危惧種の保護を目的とした事業 

   ・人と野生動物との共存のための事業 

  



３ 

（3）申請及び配分の概要 

・ 申請は、全体で、６５団体、１億６，０３９万円 

社会福祉関係が全体の約６０％を占めており、それ以外（非常災害救助、青少年育成、地球環境保全）がそれぞれ１０％強。 

・ 配分は、全体で、２４団体、  ４，１６７万円 

採択率は件数で３７％、金額で２６％ 

【参考】Ｈ22年度一般年賀寄附金の採択率は件数で26％、金額で17％ 

分野別の配分は配分団体で社会福祉関係が、配分額で地球環境保全がもっとも多い。 

 

（4）配分の特徴（選考に際して審査委員が考慮した主な事項等） 

審査基準 

①社会的ニーズとその社会的波及効果の高い事業 

②先駆性の高い事業 

③事業計画が明確化され、実現性が高い事業 

④緊急性の高い事業 

 

＜審査委員からのコメント＞ 

・本来個人の趣味・嗜好に過ぎなかったペット飼育が今や個人の範囲を超えて、社会的管理が必要な問題となっている。 

・IC チップの埋め込みや飼い主に対する啓発活動、地域猫運動など迷い犬、猫などを出す原因を絶とうとする対策は、社会的な必要性が高いと思わ

れる。 

・犬猫の里親制度や動物シェルターの建設など持続的な対応策のインフラを作ろうとするものについては助成効果が高いと考えた。 

・震災時のペット保護、高齢者飼育ペットの保護など、動物愛護の基本的な仕組み作りも大切な視点であると考えた。 

・野生動物の生息環境などに働きかけることで人と動物との棲み分け、共生を目指す対策なども必要な事業であると考えた。 等 

 
 

 



４ 

２ 審査結果 

 
  申請された特殊切手「動物愛護週間制定 60 周年記念（寄附金付）」の配分団体等については、以下のとおりお年玉付郵便葉

書等に関する法律（昭和 24 年法律第 224 号。以下「法」という。）、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令（昭和 33 年政

令第 279号。以下「政令」という。）及びお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則（平成 15年総務省令第 7号。以下「施行

規則」という。）の規定に適合したものと認められることから、これを認可することが適当である。 
 

審査基準 審査結果 理  由 

【政令】 

（寄附金の配分団体等の決定の認可） 

第３条 会社は、法第７条第５項の認可を受けようとするとき

は、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第１

項の申請書の写し及び同条第２項の添付書類の写しを添え

て、これを総務大臣に提出しなければならない。  
 
【施行規則】 

（認可申請書に記載する事項） 

第２条 令第３条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

一 配分団体の名称及び住所 

二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要 

三 配分団体ごとの配分すべき額 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付

しなければならない。 

一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法 

二 お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第 224

号。以下「法」という。）第７条第２項の規定により寄附金

の額から控除した費用の額及びその内訳 

三 法第９条第２項の規定により寄附金に充てられた金額 

 

適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 認可申請書に記載する事項及び申請書に添付する書類 

郵便事業株式会社（以下「会社」という。）から提出され

た認可申請書には、施行規則第２条第１項各号に定める事項

が記載されているほか、施行規則第２条第２項第１号及び第

２号に定める書類が添付されていることから、認可申請書と

して妥当なものと認められる。 

また、施行規則第２条第３号に定める書類についても添付

されているが、法第９条第２項の規定による寄附金に充てら

れた金額はなしとしている。 



５ 

【法】 

第５条 

２ 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該

事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするもの

でなければならない。 

一 社会福祉の増進を目的とする事業  

二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの

災害の予防を行う事業  

三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治

療又は予防を行う事業 

四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業  

五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救

助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業  

六 文化財の保護を行う事業  

七 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業  

八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための

事業  

九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護

を行う事業  

十 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範

かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）

を図るために行う事業  

第７条 

３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金

について、第５条第３項の規定により公表した同項第一号の

寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの（以下

「配分団体」という。）及び当該団体ごとの配分すべき額を

決定するものとする。 

 

 

適 

２ 寄附金を配分すべき団体 

会社から申請された配分団体が実施する寄附金が充てられ

ることとなる事業は、すべて法第５条第２項各号の事業に該

当していることから、当該団体は、寄附目的に係る団体とし

て妥当なものと認められる。 

また、当該団体は、会社において、申請団体の資格及び対

象事業の範囲・条件に関する審査を行った上で、社外有識者

による書面審査及び社外有識者から構成される審査委員会で

審議を行い、その結果を踏まえ、寄附金の範囲内で会社が決

定しており、審査の過程は公正であり、妥当なものと認めら

れる。 

なお、法第５条第２項各号の事業ごとの配分団体数は以下

のとおり。 

 

法第５条第２項第一号 １１団体 

第二号 ４団体 

第七号 ４団体 

第十号 ５団体 

 

計 ２４団体 



６ 

【法】 

第７条  

２ 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金（次条及び

第９条を除き、以下単に「寄附金」という。）の額から、当

該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定によ

る取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに

寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附

金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため

会社において特に要する費用の額を控除するものとする。 

３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金

について、第５条第３項の規定により公表した同項第一号の

寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの（以下

「配分団体」という。）及び当該団体ごとの配分すべき額を

決定するものとする。  

 

 

適 

３ 配分団体ごとの配分すべき額 

（1）取りまとめた寄附金から控除する費用 

会社は、寄附金の額から控除する費用の額のうち、当該寄附金

に係る取りまとめのために特に要した費用として、寄附金集計事

務に係る人件費等を計上しているところ、当該費用の額は、適切

に積算されていることから、妥当なものと認められる。 

また、会社は、寄附金の額から控除する費用の額のうち、寄附

金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため

に特に要する費用として、配分団体との間の通信費、監査のた

めの業務旅費等を計上しているところ、当該費用は適切に積算さ

れているものの法第７条第２項に定める限度額を超えるため、会

社は、寄附金の額から控除する費用の額を当該限度額と同額とす

るとしていることから、当該費用の額は、妥当なものと認められ

る。 

 

（2）配分団体ごとの配分すべき額 

上記(1)の費用の額を控除した後の寄附金における、配分団

体ごとの配分すべき額の決定にあたっては、会社において、

申請団体の資格及び対象事業の範囲・条件に関する審査を行

った上で、社外有識者による書面審査及び社外有識者から構

成される審査委員会で審議を行い、寄附金を配分することが

適当と認められた配分団体が申請書において記載した寄附金

申請額を基本とし、団体の繰越収支差額等を勘案して必要に

応じて減額を行った上で決定していることから、審査の過程

は公正であり、妥当なものと認められる。 

 



７ 

【法】 

第７条 

４ 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該

配分に係る寄附金（以下「配分金」という。）の使途の適正

を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項

並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該

監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定める

ものとする。 

５ 会社は、第３項の規定による決定をし、又は前項に規定す

る当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金

の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣

の認可を受けなければならない。 

 

適 

 

４ 配分団体が守らなければならない事項 

配分団体が守らなければならない事項については、その内

容として、配分金の使途制限、実施計画の変更、配分金の経

理に関するもの等が定められており、配分金の使途の適正を

確保するために必要十分なものであることから、法第７条第

４項の規定に適合し、妥当なものと認められる。 

 

５ 配分金の使途についての監査に関する事項 

配分金の使途についての監査に関する事項については、そ

の内容として、監査に応ずる義務、監査実施時期、監査の実

施方法が定められており、配分金の使途の適正を確保するた

めに必要十分なものであることから、法第７条第４項の規定

に適合し、妥当なものと認められる。 
 

 

 

  



８ 

３ お年玉法に基づく寄附目的を限定した寄附金付切手の発行状況及び配分状況等 
 

項      目 
発 行 状 況 配 分 状 況 等 

年 月 日 券種数 寄附金額 発行枚数 配分団体数 配分額 

  種 円 万枚 団体 百万円 

ガン征圧 昭和 41.10.21 ２ 
３ ３，５００ 

５ ２００ 
５ ２，５００ 

国際障害者年 昭和 56. 9. 1 １ １０ ２，４００ ６ ２２５ 

第１１回世界ろう者会議 平成 3. 7. 5 １ １０ ２，０００ ５３ １１１ 

阪神・淡路大震災 平成 7. 4.20 １ ２０ ５，０００ ２ ９４３ 

有珠山噴火災害 平成 12. 7.19 ２ ２０ ２，０００ ３ ３５５ 

三宅島噴火災害 平成 12.11.15 ２ ２０ １，５００ ５ ２７８ 

特別史跡キトラ古墳 平成 15.10.15 ２ １０ ２，０００ １ ６７ 

動物愛護週間制定６０周年記念 平成 21. 9.18 １ ５ １，０００ ２４ ４２ 

 

 



９ 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 

  



１０ 

１ 申請の状況及び配分案 

（1）発行枚数： ················································································ １，０００万枚 

（2）販売枚数： ···················································································· ８４７万枚 （販売率 ８４．７％） 

（3）受入寄附金額： ············································································ ４，２３４万円 （１枚当たりの寄附金額：５円） 

（4）費    用： ·················································································· ６８万円 

【内訳】 

① 寄附金付郵便切手の発行及び販売並びに寄附金の取りまとめのため会社においてに特に 

要した費用： ····················································································· ４万円 

・ 寄附金の取りまとめ等のための職員人件費 

② 寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に 

要する費用  ： ··············································································· ６４万円 

・ 寄附金の管理等のための職員人件費 

・ 申請団体等との通信に要する費用  等 

（5）配分原資： ················································································ ４，１６７万円 （（3）-（4）） 

（6）配分予定額： ·············································································· ４，１６７万円 

（7）繰越金： ···························································································· ０円 （（5）-（6）） 

 

事業ごとの団体数及び配分額 

 

 

申請 配分案 

団体数 申請額（万円） 構成比 団体数 配分額（万円） 構成比 

１号事業（社会福祉） 37 8,974 55.9% 11 1,350 32.4% 

２号事業（非常災害救助） 8 2,612 16.3% 4 909 21.8% 

７号事業（青少年健全育成） 11 2,225 13.9% 4 520 12.5% 

１０号事業（地球環境保全） 8 2,229 13.9% 5 1,388 33.3% 

合計（注１、２） 64 16,040 100.0% 24 4,167 100.0% 

 

（注１）申請団体数については、上記に含まれない営利法人からの申請が１件あるため合計申請団体数は６５団体。 

（注２）四捨五入のため合計値が合わないことがあります。 

 

 



１１ 

 

２ 郵便事業株式会社における寄附金配分団体・配分額案 決定の流れ 
 

郵便事業株式会社（以下「会社」という。）の「平成２２年度動物愛護寄附金配分事業申請要領（参考資料５、以下
「申請要領」という。）」に従い、平成22年3月1日～同年4月30日の間に申請 
 

 
申請要領２．「申請のできる団体（営利を目的としない公益の増進に寄与する法人格を持つ団体であること）」に合

致していることを審査 
 
 

申請要領３．「申請のできる事業分野と事業期間（お年玉付郵便葉書等に関する法律第５条第２項の内、下記に掲げ
られている事業のいずれかに該当すること、平成23年3月末日までに事業が完了すること等）」に合致していること
を審査 
① 社会福祉の増進を目的とする事業 
② 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業 
③ 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 
④ 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範囲かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全を
いう。）を図るために行う事業 

  

  外部の有識者(審査委員５名)による書面審査及び審査委員会で審議 
【審査基準】 

①社会的ニーズとその社会的波及効果の高い事業 
    ②先駆性の高い事業 

③事業計画が明確化され、実現性が高い事業 
④緊急性の高い事業 

  
審査委員会の審査結果を踏まえ、会社において、寄附金の範囲内で配分団体を決定 
  

※  なお、配分団体ごとの配分すべき額については、お年玉付郵便葉書等に関する法律の規定の趣旨に則り、
寄附金を配分することが適当と認められた配分団体が申請書において記載した寄附金申請額を基本とし、必
要に応じて減額を行った上で、決定 

  

              会社取締役会で決定の上、総務大臣に認可申請 

 

 

 

申  請 

対象事業の範囲・条件に

関する審査 

配分団体・配分額案  

の作成 

総務大臣への認可申請 

社外有識者による審査委

員会の審査等 

申請団体の資格に 

関する審査 



１２ 

３ 配分団体が守らなければならない事項 
 

１ 配分金の使途の制限 

配分金は、郵便事業株式会社（以下「会社」という。）が当該配分金を配分する旨を決定した事業の実施計画（以下「実施計画」という。）以外の

使途に使用してはならない。 

 

２ 実施計画の変更等 

(1) やむを得ない事由により実施計画を変更しなければならないときは、あらかじめその旨を会社に文書をもって届け出、その承認を受けなければな

らない。 

(2) 実施計画に基づく事業に予定の期日に着手することができないとき、又は完了することができなくなったときは、速やかに会社の指示を受けなけ

ればならない。 

(3) 実施計画に基づく事業の遂行が困難となったときは、速やかに会社の指示を受けなければならない。 

 

３ 配分金の経理 

配分金は、他の資金と区別して経理し、常にその使途を明らかにしておかなければならない。 

 

４ 配分金に係るものであることの表示 

配分金に係る車両、機器、施工した施設、調製した冊子又は活動に係るチラシやポスター等には、配分金によるものである旨の表示をしなければな

らない。 

なお、この表示は、実施計画に基づいて当該車両等が使用されている間は、引き続き掲げておかなければならない。 

 

５ 配分金に係る車両、機器、施工した施設、調製した冊子又は活動に係るチラシやポスター等の使途の制限 

配分金に係る車両、機器、施工した施設、調製した冊子又は活動に係るチラシやポスター等は、当該配分金の対象とする事業に係る使途以外の用に

供してはならない。 

 

６ 余剰金 

配分金に係る事業が完了した際、配分金に余剰金が生じたときは、速やかに会社に返還しなければならない。 

 

７ その他 

偽りその他不正の手段により配分金の交付を受けた場合には、会社の指示するところにより、当該配分金を返還しなければならない。 



１３ 

４ 配分金の使途についての監査に関する事項 

１ 監査に応ずる義務 

郵便事業株式会社（以下「会社」という。）が配分金の使途についての監査（以下「監査」という。）を行おうとするときは、配分団体は、これに

応じなければならない。 

 

２ 監査の実施時期 

監査は、配分金に係る事業完了の翌年度に行う。 

 

３ 監査の実施方法 

(1) 監査は、原則として実地監査により行う。ただし、監査対象団体が遠隔の地にあるなど、実地監査により難い場合は、書面監査により行うことが

できる。 

(2) 当該事業の実施に要した経費の一部に配分金以外の資金を充当しているときは、監査に必要な限度において、当該資金を含め監査することがある。 

(3) 監査の具体的実施内容は、以下のとおりとし、詳細は会社が別の定めるところによるものとする。 

ア 配分金の入出金状況の確認 

イ 当該事業の実施状況 

  



１４ 

５ 関係法令条文 

お年玉付郵便葉書等に関する法律 

（昭和二十四年法律第二百二十四号） 

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 

（昭和三十三年政令第二百七十九号） 

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 

（平成十五年総務省令第七号） 

第二条 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等に

つき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならな

い。  

一 発行の数  

二 販売期間  

三 くじ引の期日  

四 前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数  

五 前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続  

（寄附金付郵便葉書等の発行）  

第五条 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉

書又は郵便切手（お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵

便葉書等」と総称する。）を発行することができる。  

２ 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業

の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなけれ

ばならない。 

一 社会福祉の増進を目的とする事業  

二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災

害の予防を行う事業  

三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療

又は予防を行う事業 

四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 

五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助

又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業  

六 文化財の保護を行う事業 

七 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 

八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事

業  

九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を

行う事業  

  

  



１５ 

お年玉付郵便葉書等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 

十 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範か

つ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図

るために行う事業  

３ 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につ

き、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便

葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第二条の

規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号及び

第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。  

一 寄附目的  

二 発行の数  

三 販売期間  

四 付加される寄附金の額  

４ 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければ

ならない。 

（寄附の委託）  

第六条 会社（寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受

けた者を含む。）から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その

購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金

を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第三項の規定により公表

された寄附目的をもつて寄附することを会社に委託したものとす

る。 

（寄附金の処理等）  

第七条 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取

りまとめるものとする。  

２ 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金（次条及び第九

条を除き、以下単に「寄附金」という。）の額から、当該寄附金

付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめ

のため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分

の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金

の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費

用の額を控除するものとする。 

  



１６ 

お年玉付郵便葉書等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 

３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金につ

いて、第五条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的

に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの（以下「配分団体」と

いう。）及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとす

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寄附金の配分を受けようとする団体の公募） 

第一条 郵便事業株式会社（以下「会社」とい

う。）は、お年玉付郵便葉書等に関する法律 

（以下「法」という。）第七条第三項 の規定に

よる決定をしようとするときは、総務省令で定め

るところにより、当該寄附金の配分を受けようと

する団体を公募しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寄附金の配分を受けようとする団体の公

募）  

第一条 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行

令 （以下「令」という。）第一条の公募（以

下単に「公募」という。）は、寄附金の配分

を受けるための申請の受付期間の初日から起

算して少なくとも一週間前に、新聞、インタ

ーネットその他の適切な方法により行わなけ

ればならない。  

２ 公募は、少なくとも次に掲げる事項を示し

て行わなければならない。  

一 寄附金の配分を受けることができる団体

の資格  

二 寄附金の配分を受けるための申請の受付

期間及び場所  

三 申請に必要な書類  

四 配分団体の選定の方法 

４ 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分

に係る寄附金（以下「配分金」という。）の使途の適正を確保す

るために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金

の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づ

く配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%93%f1%93%f1%8e%6c&REF_NAME=%82%a8%94%4e%8b%ca%95%74%97%58%95%d6%97%74%8f%91%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%93%f1%93%f1%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000003000000000000000000�
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%90%ad%93%f1%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%82%a8%94%4e%8b%ca%95%74%97%58%95%d6%97%74%8f%91%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%90%ad%93%f1%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%82%a8%94%4e%8b%ca%95%74%97%58%95%d6%97%74%8f%91%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%90%ad%93%f1%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%88%ea%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000�


１７ 

お年玉付郵便葉書等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 

５ 会社は、第三項の規定による決定をし、又は前項に規定する当

該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途に

ついての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受け

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

（寄附金の配分を受けるための申請の手続）  

第二条 前条の規定に基づき寄附金の配分を受けよ

うとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請

書を会社に提出しなければならない。  

一 申請団体の名称及び住所  

二 申請団体の行う事業  

三 寄附金を使用して行おうとする事業の実施計

画並びにその事業の着手及び完了の予定時期  

四 配分を受けようとする寄附金の額及びその算

出の基礎  

五 配分に係る寄附金の交付を必要とする時期 

２ 前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係

る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見

書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類

を添付しなければならない。 

（寄附金の配分団体等の決定の認可） 

第三条 会社は、法第七条第五項の認可を受けよ

うとするときは、総務省令で定めるところにより、

認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第

二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に

提出しなければならない。 

（認可申請書に記載する事項） 

第二条 令第三条 の認可申請書には、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。  

一 配分団体の名称及び住所  

二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おう

とする事業の概要  

三 配分団体ごとの配分すべき額  

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載

した書類を添付しなければならない。  

一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法  

二 お年玉付郵便葉書等に関する法律 （昭和

二十四年法律第二百二十四号。以下「法」

という。）第七条第二項 の規定により寄附

金の額から控除した費用の額及びその内訳  

三 法第九条第二項 の規定により寄附金に充

てられた金額  

(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申

請） 

第三条 法第七条第五項に規定する同条第四項

の配分団体が守らなければならない事項に係

る認可の申請は、当該事項を記載した申請書

を提出して行わなければならない。 

(配分金の使途についての監査に関する事項に

係る認可申請）  

第四条 法第七条第五項に規定する同条第四項

の配分金の使途についての監査に関する事項

に係る認可の申請は、当該事項を記載した申

請書を提出して行わなければならない。 

６ 会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、そ

の内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第

四項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。 

  

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%93%f1%93%f1%8e%6c&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000005000000000000000000�
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%90%ad%93%f1%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%97%df%91%e6%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000�


１８ 

お年玉付郵便葉書等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 

第八条 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた

配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたとき

は、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還

され、又は交付できなくなつた日以後最初に第五条第一項の規定

により発行される寄附金付きの郵便葉書（第一条第一項の規定に

よりお年玉付きとして発行されるものに限る。）にその額が表示

されている寄附金とみなす。  

（寄附金の経理等）  

第九条 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運

用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その

収入金を寄附金に充てるものとする。  

２ 前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。 

  

第十条 会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日ま

での間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。 
  

（協議等）  

第十一条 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするとき

は、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大

臣に協議し、かつ、審議会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法

律第百二十号）第八条 に規定する機関をいう。）で政令で定める

ものに諮問しなければならない。 

（審議会等で政令で定めるもの）  

第四条 法第十一条の審議会等で政令で定めるもの

は、情報通信行政・郵政行政審議会とする。  

 

 

（政令への委任）  

第十二条 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要

な事項は、政令で定める。  

  

（罰則） 

第十三条 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなけれ

ばならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その

違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に

処する。  

 

 

 

  

 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%8d%91%89%c6%8d%73%90%ad%91%67%90%44%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000�
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%93%f1%93%f1%8e%6c&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%88%ea%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000�


１９ 

６ 寄附目的を限定した寄附金付切手の発行状況及び配分状況等 

項      目 

発 行 状 況 配 分 状 況 等 

年 月 日 券種数 
寄附

金額 
発行枚数 

配分 

団体数 
配分額 販売率 

  種 円 万枚 団体 百万円 ％ 

☆オリンピック東京大会 昭和 36.10.11 26 5 21,100 1 964 100.0 

ガン征圧 昭和 41.10.21 2 
3 3,500 

5 200 94.9 
5 2,500 

☆日本万国博覧会 昭和 44. 3.15 2 
5 1,500 

1 139 100.0 
10 750 

☆札幌オリンピック冬季大会 昭和 46. 2. 6 2 5 4,000 1 183 100.0 

☆高松塚古墳保存 昭和 48. 3.26 3 
5 10,020 

1 662 99.7 
10 2,030 

☆沖縄国際海洋博覧会 昭和 49. 3. 2 1 5 5,000 1 228 99.6 

国際障害者年 昭和 56. 9. 1 1 10 2,400 6 225 100.0 

☆国際技術科学博覧会 昭和 59. 2.10 1 10 2,500 1 226 98.9 



２０ 

項      目 

発 行 状 況 配 分 状 況 等 

年 月 日 券種数 
寄附

金額 
発行枚数 

配分 

団体数 
配分額 販売率 

  種 円 万枚 団体 百万円 ％ 

☆国際花と緑の博覧会 
平成元. 6. 1 1 10 2,500 

1 208 72.2 
平成 2. 3.30 1 4 2,000 

第１１回世界ろう者会議 平成 3. 7. 5 1 10 2,000 53 111 61.6 

阪神・淡路大震災 平成 7. 4.20 1 20 5,000 2 943 94.6 

☆長野オリンピック冬季大会 平成 9. 2. 7 2 10 4,000 1 349 87.8 

有珠山噴火災害 平成 12. 7.19 2 20 2,000 3 355 89.8 

三宅島噴火災害 平成 12.11.15 2 20 1,500 5 278 93.2 

☆2002FIFAワールドカップ TM 平成 13. 5.31 3 10 3,000 1 262 87.8 

特別史跡キトラ古墳 平成 15.10.15 2 10 2,000 1 67 38.0 

☆２００５年日本国際博覧会 平成 16. 3.25 2 10 3,000 1 141 47.1 

動物愛護週間制定６０周年記念 平成 21. 9.18 1 5 1,000 24 42 84.7 

☆は特別措置法によるもの。 



２１ 

７ 動物愛護寄附金配分事業申請要領 
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